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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第１部門第２区分
【発行日】平成21年8月6日(2009.8.6)

【公表番号】特表2009-500072(P2009-500072A)
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【手続補正書】
【提出日】平成21年6月18日(2009.6.18)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
瞳孔を有する目の老視を治療する装置であって、
　出力に接続された処方生成器モジュールを含み、目が瞳孔を横切って誘導された負の球
面収差を有するように、前記処方生成器モジュールが目の高次の負の球面収差の老視緩和
量を定義し、前記出力はレンズ製造または目矯正アセンブリと通信するように構成される
、
ことを特徴とする装置。
【請求項２】
前記処方生成器は入力を有し、さらに、
　目の感知された収差に対応する複数の屈折ゼルニケ係数を生成する、前記処方生成器の
前記入力に接続された波面システムと、
　目の角膜の方向へレーザエネルギーのパターンを向けることにより、目に処方を施すた
めの切除レーザビームを含む、レンズ製造または目矯正アセンブリと、
を含み、
前記処方生成器は、前記屈折ゼルニケ係数を少なくともひとつの老視緩和ゼルニケ係数と
組み合わせ、前記少なくともひとつの老視緩和ゼルニケ係数は球面収差の老視緩和量に対
応する少なくともひとつの高次ゼルニケ係数を含み、瞳孔を横切って約０．１から約０．
３ミクロンの負の球面収差を目に与えるようにする、
ことを特徴とする請求項１記載の装置。
【請求項３】
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前記処方生成器モジュールは、レンズが目に挿入されたとき目の光学を変化させるように
適応された眼内レンズを同定し、変化した目は瞳孔を横切って誘導された負の球面収差を
有し、前記出力は、目に同定された眼内レンズを与えるように眼内レンズソースと通信す
るよう構成されている、
ことを特徴とする請求項１記載の装置。
【請求項４】
前記処方生成器は前記屈折ゼルニケ係数を少なくともひとつの老視緩和ゼルニケ係数と組
み合わせ、前記少なくともひとつの老視緩和ゼルニケ係数は球面収差の老視緩和量に対応
する少なくともひとつの高次ゼルニケ係数を含み、瞳孔を横切って約０．１から約０．３
ミクロンの負の球面収差を目に与えるようにする、
ことを特徴とする請求項３記載の装置。
【請求項５】
さらに、眼内レンズを製造するための眼内レンズ製造装置を含む、
ことを特徴とする請求項３記載の装置。
【請求項６】
変更された目が、瞳孔を横切って誘導された負の球面収差を有するように、前記処方生成
器モジュールはレーザ誘導変更を同定し、前記出力がレーザ眼科手術アセンブリと通信す
るように構成されている、
ことを特徴とする請求項１記載の装置。
【請求項７】
前記レーザ眼科手術アセンブリは、赤外線レーザ、紫外線レーザ、フェムト秒レーザ、波
長多重固体レーザの少なくともひとつを含む、
ことを特徴とする請求項６記載の装置。
【請求項８】
前記処方生成器は屈折ゼルニケ係数を少なくともひとつの老視緩和ゼルニケ係数と組み合
わせ、前記少なくともひとつの老視緩和ゼルニケ係数は球面収差の老視緩和量に対応する
少なくともひとつの高次ゼルニケ係数を含み、瞳孔を横切って約０．１から約０．３ミク
ロンの負の球面収差を目に与えるようにする、
ことを特徴とする請求項７記載の装置。
【請求項９】
前記目のレーザ誘導変更は、角膜の切開を含む、
ことを特徴とする請求項６記載の装置。
【請求項１０】
角膜が矯正される際、患者の視覚系において老視を緩和するように角膜の光学矯正を同定
するための装置であって、
　目の収差を感知するための収差計と、
　前記収差計と接続されるコンピュータであって、目の高次の負の球面収差の老視緩和量
を誘導するように目の感知された収差から屈折処方を決定するように構成され、光学的に
矯正された角膜を有する目は、角膜と網膜との間の平面に、目から視覚的距離にある点源
の像を形成し、前記像は周辺強度を有する周辺領域によって包囲された中央強度を有する
中央領域を有し、前記中央強度は前記周辺強度より高いところのコンピュータと、
を含むことを特徴とする装置。
【請求項１１】
前記屈折処方は角膜の光学矯正を含む、
ことを特徴とする請求項１０記載の装置。
【請求項１２】
さらに、前記角膜の光学矯正を達成するためのレーザ眼科手術アセンブリを含み、前記レ
ーザ眼科手術アセンブリは、赤外線レーザ、紫外線レーザ、フェムト秒レーザ、及び波長
多重固体レーザの少なくともひとつを含む、
ことを特徴とする請求項１１記載の装置。
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【請求項１３】
前記角膜のレーザ誘導矯正は角膜の切開を含む、
ことを特徴とする請求項１２記載の装置。
【請求項１４】
前記収差計は、目の感知された収差に対応する複数の屈折ゼルニケ係数を生成するための
波面システムを含み、前記コンピュータは、プロセッサ、及び複数のゼルニケ係数から屈
折処方を決定するための、及び前記屈折処方に従って眼内レンズを同定するための前記プ
ロセッサにより実行可能な命令を含むコンピュータ読み取り可能媒体を含み、目の中への
眼内レンズの挿入は瞳孔を横切って目に負の球面収差の老視緩和量を誘導する、
ことを特徴とする請求項１０記載の装置。
【請求項１５】
誘導された前記球面収差は、瞳孔を横切って約０．０５から約０．４ミクロンの範囲の負
の球面収差である、
ことを特徴とする請求項１０記載の装置。
【請求項１６】
誘導された前記球面収差は、瞳孔を横切って約０．１から約０．３ミクロンの範囲の負の
球面収差である、
ことを特徴とする請求項１０記載の装置。
【請求項１７】
誘導された前記球面収差は、瞳孔を横切って約０．１５から約０．２５ミクロンの範囲の
負の球面収差である、
ことを特徴とする請求項１６記載の装置。
【請求項１８】
誘導された前記球面収差は、瞳孔を横切って半径方向に対称な負の非球面を有する、
ことを特徴とする請求項１６記載の装置。
【請求項１９】
さらに、前記出力に接続された、眼内レンズを製造するための眼内レンズ製造装置を含む
、
ことを特徴とする請求項１０記載の装置。
【請求項２０】
さらに、前記出力に接続された目矯正アセンブリを含み、前記目矯正アセンブリは、瞳孔
を横切って目に約０．１から約０．３ミクロンの負の球面収差を与えるように、目の角膜
方向へレーザエネルギーのパターンを向けることにより、目に処方を施すための切除レー
ザビームを含む、
ことを特徴とする請求項１０記載の装置。
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